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子どもの心の診療ネットワーク事業中央拠点病院



事業の変遷

・子どもの心の診療を行う医師を3段階に分け、それぞれの養成を担う団体、到達目標と
養成プログラムの例を提示。子どもの心の診療を行う医師の層を厚くする。

・各都道府県において少なくとも１か所は、こうした乳幼児期から青年期までの子どもの心の診療及び
研修を専門的に行える中心的な役割を果たす医療機関（子どもの育ちに配慮した入院治療を行う
専門病棟をもつことが望ましい）が必要である。

・保健、医療、福祉、教育など各分野の関連専門機関が連携して子どもの心の問題に取り組めるような
連携体制を確立し、質の高い研修を行うためには、地域に高度に専門化された入院治療機能を持つ
中核的な医療機関を整備し、診療システムを確立する必要がある。

平成17年3月-平成19年3月（終了）

「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会報告書

平成20年4月 厚生労働省雇用均等児童家庭局母子保健課

「子どもの心の診療拠点病院事業」 3年間モデル事業開始
(平成23年度末11都府県)

平成23年4月 厚生労働省雇用均等児童家庭局母子保健課

「子どもの心の診療ネットワーク事業」 一般事業化し開始



こころの問題を持ったこどもと家族

１．一般の小児科医・精神科医

２．子どもの心の診療を定期的に行っ
ている小児科医・精神科医

３．子どもの心の診療に専門
的にかかわる医師

「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会報告書
厚生労働省母子保健課（2007/3/30）



「子どもの心の診療拠点病院事業」 3年間モデル事業開始
• 平成20年4月 開始時/ 9都府県 参画

東京都、神奈川県、石川県、静岡県、三重県、大阪府、
鳥取県、岡山県、長崎県

• 平成22年度 終了時/ 11都府県 参画
東京都、神奈川県、石川県、静岡県、三重県、大阪府
鳥取県、岡山県、長崎県、山梨県、佐賀県

事業の変遷



「子どもの心の診療ネットワーク事業」 一般事業化
●平成23年4月 開始時/ 10都府県 参画

東京都、神奈川県、石川県、静岡県、三重県、大阪府、鳥取県、長崎県

●平成24年4月 要綱改正
東日本大震災を受けて事業の要綱に

「災害時に、被災した子どもの心のケアを行う体制をつくる」盛り込まれた。

●平成24年度 診療報酬改定
事業および関係者からの働きかけにより児童/思春期精神科入院医療管理料が新設された。
小児病院、精神病院それぞれ適切な評価になるよう2911点/1日となった。
20歳未満精神疾患を有する患者の病棟または病室単位で算定できる通院在宅精神医療は、
初診から起算1年以内であったが、児童/思春期精神科入院管理料の届け出の医療機関は、
16歳未満の患者に対し2年以内に延長された。

●平成27年度 厚生労働省 3課による連携体制の開始
母子保健課、障害保健福祉部精神・障害保健課、障害福祉課発達障害者支援室
による協力体制

●平成29年度 要綱改正 指定都市も参画可能となる

事業の変遷

虐待への対応
発達障害への対応
災害後の心の問題への対応





子どもの心の診療ネットワーク事業

https://kokoro.ncchd.go.jp





事業参画自治体の変遷

2008
モデル事業

2009 2010
2011

一般事業化
2012 2013 2014 2015 2016

都道府県 9 11 11 10 14 15 16 19 18

2017 2018 2019 2020 2021 2022

都道府県 18 18 19 20 21 20

政令市 1 1 1 1 1 1





外来初診男児
（子どもの心の診療ネットワーク事業 2020年度指標調査結果）

外来初診女児





子どもの心の診療ネットワーク事業

東京都の事業成功例
～東京都立小児総合医療センター～

◆事業の成功例 初診待機期間の短縮について

①2010年3月 精神科単科病院（梅ヶ丘病院）から小児総合病院の児童思春期精神科へ
診療申し込みの心理的ハードルが下がって、受診希望が増加

②梅ヶ丘病院時代の予約方法は、家族が予約センターに電話し、予約を取ってから
「診療情報提供書」を用意する方法であった。開設数年後に、「診療情報提供書を取得してか
ら、
電話申し込み」に変更をしたが、それでも、受診希望が殺到。
「6か月先の予約枠をオープンすると、数日で電話が殺到して埋まってしまう」
「（Ｈｏｔｌｉｎｅを除き）患者の重症度に関わらず、一律6か月待ち」

③初診キャンセル数が多い

④緊急受診（Ｈｏｔｌｉｎｅ）システム（入院の必要性の高い症例につき、かかりつけ医からの
直接電話により予約取得）があったが、上記の6か月を待ちきれない患者が、Ｈｏｔｌｉｎｅ
に入電し、本来の目的である「入院が必要な重症例」をとる枠がなくなってしまった

【1】取組み前の課題や問題点



①申し込み方法を変更（2015年8月～）
家族による申込書・紹介状を送付していただき、その内容に応じて、重症・中等症・軽症に分類

②「入院の必要性が高い重症の患者さんから優先的に診療します」と病院ホームページに掲載

③軽症の患者については待機期間が長くなることを説明し「子供の心診療機関マップ」を紹介し、
他院に誘導

④待機期間の大幅な短縮
従来：（Ｈｏｔｌｉｎｅを除き）重症度に関わらず6か月待ち
⇒重症ケース ：1週間～3週間
中等症ケース：1か月～2ヵ月
軽症ケース ：6か月

⑤初診キャンセルの減少（キャンセルが出た場合は、空いた枠を重症例の診療にあてた）

⑥緊急受診（Ｈｏｔｌｉｎｅ）：本来の目的である「入院の必要性が高い症例」に
専念することができるようになった

【3】取組みによる成功内容

【2】取組み時苦慮した点

①既に6か月分の初診が埋まっている状態からのスタート

②「全ての患者さんを診療します」→「入院の必要性が高い方から優先的に診療します」
という明確化の許可を院内幹部から取り付けるまでに苦労した

③新しいトリアージシステムを地域医療機関にご理解いただくことに時間を要した







中央拠点病院の役割

• 子どもの心の診療を担う人材育成や

各拠点病院に対する技術的支援等を行う。

【事業内容】

①各拠点病院に対する技術的助言、連携会議の開催

②自治体間格差の解消と医療水準の底上げの推進

③強度の問題行動事例やPTSDへの対応などのための各拠点病院等への専門

家の派遣

④専門医や関係専門職の養成

⑤基盤的研究の実施、各拠点病院における調査結果の高度な研究・解析

⑥国内外の最新の医学的知見の収集、情報発信



中央拠点病院の役割‐実施内容‐

①各拠点病院に対する技術的助言、連携会議の開催

◆連絡会議 年2回開催

・各自治体・拠点病院間の情報共有を図る

・テーマ毎に数か所が発表、ディスカッションを実施

被災地支援

医療/福祉/教育/保健との連携

診療医育成、

子どもへの告知・説明と自立・移行支援

コンサルテーションリエゾンの実際、

家族支援など



②自治体間格差の解消と医療水準の底上げの推進

・指標調査の実施

・診療医育成の状況確認

・事業参加の自治体および

拠点病院の事業概要冊子作成

・子どもの心の診療機関

マップ検索システムの構築
東京都 129、 神奈川県 70、

静岡県 22、 石川県 52、

大阪府 65、 島根県 41、

鳥取県 24、 沖縄県 50、

高知県 42、 福岡県 64、兵庫県 26

合計 11都府県/585機関 登録（2022.10月現在）

中央拠点病院の役割‐実施内容‐





③ 強度の問題行動事例やPTSDへの対応などのための
各拠点病院等への専門家の派遣

•研究にて東日本大震災へ子どもの 心の診療支援として医
師、心理士が派遣を実施。

•東日本大震災当時、要綱では災害対応が含まれていな
かったため派遣できなかった。そのため、要綱が改訂され、事
業内容に災害支援が追記された。

•PTSDのケアのための冊子を有事の際に自治体や各拠点
病院へ配布。
現地の保育園、幼稚園、小学校などに配布されている

中央拠点病院の役割
‐実施内容‐



一般/保護者向け 専門職向け



冊子の送付実績













④専門医や関係専門職の養成

・中央拠点病院主催の研修会 年1回 開催

・ディスレクシアワークショップの開催

・こころの診療部における研修制度

（研修希望医師と代替医師派遣システム）

中央拠点病院の役割‐実施内容‐



子どもの心の諸問題と依存

メディアリテラシー：コホート
調査から見えてきたこと

お茶の水女子大
菅原ますみ

ゲーム依存症 久里浜病院 樋口 進

薬物依存の病態メカニズム 神戸大学 曽良一郎

人間はなぜ依存症になるの
か ー回復支援のヒントー

国立精神神経医療センター
松本俊彦

2019年 研修会



思春期のうつへの
アウトリーチ

思春期うつの診たてと対応
駒木野病院
笠原麻里

子どもの抑うつ症状のスクリーニ
ング尺度とPHQ-Aを用いた支援
体制構築

明治学院大学
足立匡基

自殺予防のための心身不調アセ
スメントツールRAMPSの実践

東京大学
北川裕子

KOKOROBO（オンラインメンタル
ヘルスケアシステム）について

国立精神・神経医療センター
藤井 猛

2022年 研修会



ディスレクシア ワークショップ



こころの診療部における
研修制度について

• 子どもの心の診療の均てん化推進と都道府県における医師育成の支援策として、国立成
育医療研究センター こころの診療部にて小児科医研修生を1カ月間受け入れる（1地域
１名、定員2名まで）。

• 研修期間中の派遣元医療機関の医師の不在を補うために、国立成育医療研究センター
より小児科医（レジデント・フェロー）を代替医師として同期間派遣する。

国立成育医療
研究センター

こころの診療部

子どもの心の診療ネット
ワーク事業 参加自治体

拠点病院

医師不在地域
病院

研修希望
医師派遣

代替医師
派遣

【研修内容】
 児童精神科領域一般
（神経発達症、精神遅滞、
神経症、心的外傷ストレス症、
身体表現性障害、解離性障害、
児童虐待対応、
妊産婦・保護者のメンタルヘルス、
慢性疾患のリエゾンなど）

【実施期間】
2019年10月～12月の間の1カ月間

（以後、毎年同時期実施予定）





⑤基盤的研究の実施、

各拠点病院における調査結果の高度な研究・解析

・子どもの心の診療拠点病院における診療とそのシステムの効果的あり方、
および多職種人材育成に関する研究 （平成23年度）

・被災後の子どもの心の支援に関する研究 （平成25-27年度）

・各拠点病院へ指標調査の実施 （平成23年度～）

・発達障害初診待機期間と診断書を目的とする受診の実態調査

⑥国内外の最新の医学的知見の収集、情報発信

・精神障害の標準的な基準の改訂時（DSM-5）に研修会を実施
・昨年度まで月1回程度メーリングにて情報配信

中央拠点病院の役割‐実施内容‐
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子どもの心の診療の実態

Q1.初診の年齢は？ Q2.診ている疾患は？

（1003例のカルテ調査、400医療
機関のアンケート調査より）

R2-4年度児童・思春期精神疾患の診療
実態把握と連携推進のための研究
（課題番号：20GC2101）

F7:7％



子どもの心の診療の実態

（1003例のカルテ調査、400医療
機関のアンケート調査より）

Q3.診療の対象としている疾患は？
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R468: 不登校がもっとも多い

R2-4年度児童・思春期精神疾患の診療
実態把握と連携推進のための研究
（課題番号：20GC2101）

虐待症候群



子どもの心の診療の実態

（1003例のカルテ調査、400医療
機関のアンケート調査より）

連携先 連携の割合

教育機関 46%

福祉機関 44

保健機関 5

他の医療機関 22

司法 1

その他 6
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調査期間中における入院の割合

%
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%

F2:統合失調症
F5:摂食障害
F3:気分障害

入院割合が高い 教育、福祉との連携が多い

Q6.他の機関との連携は？Q5.入院が多い疾患は？

R2-4年度児童・思春期精神疾患の診療
実態把握と連携推進のための研究
（課題番号：20GC2101）






